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１．相談する
1 民生委員
[bookmark: _Hlk46906301][bookmark: _Hlk47448470]＜どんなもの＞
市内各地域で約200世帯ごとに１人配置されており、生活にお困りの方や高齢者世帯等への支援活動を行っています。
[bookmark: _Hlk46906406]＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk202016877]地域の担当民生委員 ☞ 別祇資料
常時（夜間を除く）

2 まちぐるみ福祉活動推進員
＜どんなもの＞
各民生委員の担当地区に２人ずつ配置されており、民生委員とともに生活にお困りの方や高齢者世帯等への声掛け・見守り活動を行っています。
＜問合せ先＞
地域の担当推進員 ☞ 別祇資料
常時（夜間を除く）

3 地区社会福祉協議会
[bookmark: _Hlk46906761]＜どんなもの＞
地域内における子どもから高齢者までを対象に各種福祉事業を行っています。
[bookmark: _Hlk46953919][bookmark: _Hlk46907932]＜問合せ先＞
安原地区社会福祉協議会 ☏ 249-0772

4 地域包括支援センターきたづか
[bookmark: _Hlk46907326]＜どんなもの＞
専門の相談員が介護予防や生活指導、公的福祉サービスの利用申請手続きなど幅広い相談に応じています。
[bookmark: _Hlk46911102]＜問合せ先＞
地域包括支援センターきたづか
☏ 240-4604（24時間対応）

5 [bookmark: _Hlk46925099]人権相談（LGBT相談）
＜どんなもの＞
人権擁護委員による人権相談を実施しています。（公認心理士等による相談）
市役所：毎月第１金曜日（祝日・休日の場合は第２金曜日）、公民館等でも実施
＜利用方法は＞
相談日は、新聞広報に掲載しています。
＜問合せ先＞
ダイバーシティ人権政策課 ☏ 220-2095
6 女性相談
[bookmark: _Hlk46909052]＜どんなもの＞
女性の身の上相談、離婚等夫婦問題、配偶者等からの暴力等の相談に応じています。（事前に予約が必要）
＜問合せ先＞
女性相談支援室(市役所２階) ☏220-2554

7 [bookmark: _Hlk46927137]成年後見制度などの相談
＜どんなもの＞
認知症や知的障害等により判断能力が不十分な方に対する成年後見制度等権利擁護に関する相談・支援を行っています。
[bookmark: _Hlk46954440]＜問合せ先＞
金沢権利擁護センター　☏ 231-3521

8 生活困窮者自立支援事業
＜どんなもの＞
生活困窮者からの相談とその自立に向けてアセスメントの実施、プランの作成等の支援を行うほか、地域の関係機関のネットワークづくりを行なっています。
＜対象者は＞
生活に困っていて、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れがある方
＜問合せ先＞
金沢自立生活サポートセンター
　  ☏ 231-3720 

9 歯科治療の相談
＜どんなもの＞
障害のある方(児)及び要介護高齢者で一般の歯科医院では極めて治療の困難な方に対し、歯科治療・相談を行っています。
＜問合せ先＞
石川県口腔保健医療センター 
☏ 255-3887
[image: 相談」の記事一覧 ｜ 介護の無料イラスト素材集けあぴく]
※各相談機関へは、無料で相談できます。
２．サービスを利用する
1 [bookmark: _Hlk46911148]配食サービス
＜どんなもの＞
高齢者宅を訪問し、栄養バランスのとれた食事の提供と安否確認を行います。
【対象者】
65歳以上の一人暮らし又は高齢者のみの世帯の方
＜利用方法は＞
[bookmark: _Hlk46915548]配食サービス利用申出書・印鑑を用意し連絡してください。
＜問合せ先＞
地域包括支援センターきたづか
☏ 240-4604

2 [bookmark: _Hlk46912199]日常生活防火安全用具の給付
＜どんなもの＞
火災予防、高齢者の生命と財産保全、地域への被害の防止を図るため、台所等にガス漏れ警報器、自動消火器、電磁調理器を設置します。
[bookmark: _Hlk47450716]【対象者】
65歳以上の一人暮らしの方、高齢者のみの世帯の方（市民税所得割額9,000円以下又は生活保護世帯に限る。）
＜利用方法は＞
申出書・印鑑を用意し申込してください。
＜問合せ先＞
地域包括支援センターきたづか
☏ 240-4604
[image: 防災」をテーマにした無料イラスト素材10選（商用利用可） | AC ...]

3 [bookmark: _Hlk46912768]緊急通報装置の貸与
＜どんなもの＞
高齢者の安全・安心を確保するため、ボタン又はペンダントを押すだけで看護師等専門家が24時間常駐するコールセンターへ通報され、健康相談や生活相談ができる装置及び人感センサー、火災報知器を貸与します。

【対象者】
75歳以上の一人暮らしの方及び寝たきり高齢者を含む75歳以上の高齢者のみの世帯の方
＜利用方法は＞
申出書・設置台帳・同意書・印鑑を用意し申込してください。 
＜利用料金＞
月額300円（生活保護世帯は無料）
[bookmark: _Hlk46915778]＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk46915359]地域包括支援センターきたづか
☏ 240-4604

4 [bookmark: _Hlk46913360]寝具乾燥消毒サービス
＜どんなもの＞
日頃使用している掛・敷布団（又はベッドパッド）、毛布を洗濯乾燥します。
[bookmark: _Hlk47451059][bookmark: _Hlk136523274]【対象者】
在宅で3か月を経過して寝たきり又は重度の認知症の方及び訪問介護員の訪問する65歳以上の一人暮らしの方
＜利用方法は＞
[bookmark: _Hlk46914254]申出書・高齢者保健福祉台帳（台帳のない方は不要）を用意し申込してください。
＜問合せ先＞
地域包括支援センターきたづか
☏ 240-4604

5 [bookmark: _Hlk46913858]紙おむつの給付
＜どんなもの＞
在宅で3か月を経過して寝たきり又は重度の認知症の方で紙おむつが必要な65歳以上の方に給付します。（入院又は施設入所、市外へ転出した時は停止）
【対象者】
[bookmark: _Hlk136522923]本市に住所を有し、本人、配偶者及び扶養義務者の市民所得割額が各々69,000円以下の方
＜利用方法は＞
申出書・印鑑を用意し申込してください。
＜問合せ先＞
地域包括支援センターきたづか
☏ 240-4604

6 [bookmark: _Hlk46914357]理髪・美容カットサービス
＜どんなもの＞
理容師・美容師が自宅を直接訪問し、理容・美容サービスを行います。（年２回無料）
[bookmark: _Hlk198443211]【対象者】
在宅で3か月を経過して寝たきり又は重度の認知症の65歳以上の方
＜利用方法は＞
申出書・高齢者保健福祉台帳（台帳のない方は不要）を用意し申込してください。
＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk136525604]地域包括支援センターきたづか
☏ 240-4604

7 はり・きゅう・マッサージの助成
＜どんなもの＞
保険適用外のはり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき１回1,300円の助成券が交付されます。（年18枚を限度）
【対象者】
満70歳以上の方、又は満65歳以上で一定の障害認定者
＜利用方法は＞
安原市民センター窓口で身分を証明するものを提示して助成券を受領する。
＜問合せ先＞
健康政策課　☏ 220-2233

8 [bookmark: _Hlk46914984][bookmark: _Hlk46919074]高齢者買物環境向上事業
[bookmark: _Hlk198443023]＜どんなもの＞
自家用車や公共交通機関の利用が困難な高齢者世帯に食料品や日用品等の定期的な宅配サービスを行います。
【対象者】
75歳以上の方で世帯員全員が65歳以上
＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk73364079][bookmark: _Hlk47093674][bookmark: _Hlk46920316]福祉政策課 ☏ 220-2288

9 [bookmark: _Hlk46919451]養護老人ホーム
＜どんなとこ＞
金沢市に住所を有する65歳以上の方で環境上及び経済上の理由で、家庭で養護を受けることが困難な方が入所できます。
＜利用方法は＞
申請書、戸籍謄本を用意し申込してください。
＜利用料金＞
市民税額に応じて負担
＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk46924043]福祉政策課　☏ 220-2288

10 [bookmark: _Hlk46919864]軽費老人ホーム（A型）
＜どんなとこ＞
石川県内に住所を有する60歳以上の介護を要しない健康な方が施設の承諾を得て入所できます。
＜利用方法は＞
[bookmark: _Hlk46920094]施設へ直接申込してください。
＜利用料金＞
月６～10万円程度
[bookmark: _Hlk198443781]＜問合せ先＞
石川県百々鶴荘　☏ 248-4775

11 軽費老人ホーム（ケアハウス）
＜どんなとこ＞
60歳以上の方で身体機能の低下等のため、独立して生活するには不安が認められる方が入所できます。
＜利用方法は＞
希望する施設へ直接申込してください。
＜利用料金＞
月7～16万円程度
＜問合せ先＞
	施　設　名
	住　所
	電話番号

	ケアハウスあいびす
	金沢市北塚町西440
	240-3366

	ケアハウス千木の里
	金沢市千木町ホ4-1　
	257-9300

	ケアハウスシニアマインド21
	
金沢市山科町午40-1
	241-1177

	金沢春日ケアハウス
	金沢市元菊町20-1
	262-3385

	ファミリーケア城南
	金沢市城南1-21-21
	232-8221

	ゆりの里
	金沢市木曳野3-292
	266-1234

	ケアハウス朱鷺の苑　　　やわらぎ
	金沢市本町1-6-1　　　　やわらぎ金沢
	223-1121

	ケアハウス朱鷺の苑　かがやき
	金沢市米泉町10-1-159
	249-0008


[bookmark: _Hlk46924479]

12 お年寄り生活支援ハウス
＜どんなとこ＞
介護保険の施設サービスを受けられない一人暮らし等の方で、高齢(60歳以上)のため日常生活を送ることに不安のある方が利用できます。（長期継続的な利用でなく、中期的な利用で、日常生活にかかる食費、光熱費等と所得による自己負担がある）
＜利用方法は＞
利用申請書、かかりつけ医の診療情報提供書等を用意し、申込してください。
＜問合せ先＞
福祉政策課 ☏ 220-2288
お年寄り生活支援ハウス ☏ 241-1177

13 [bookmark: _Hlk46926799]自由契約ホームヘルプサービス
＜どんなもの＞
市内に住む65歳以上の高齢者等が通院や社会参加のため外出するとき、同居家族がいる場合の家事などを支援する。
＜利用方法は＞
金沢健康福祉財団へ利用申込書を提出してください。
＜利用料金＞（各30分）
[bookmark: _Hlk46935319]【介護の場合】
[bookmark: _Hlk46926466]午前9時～午後5時：1,020円
　　上記以外の時間帯：1,270円
  　土日曜、祝祭日等：1,370円
【家事の場合】
午前9時～午後5時：970円
　　上記以外の時間帯：1,210円
  　土日曜、祝祭日等：1,300円
＜問合せ先＞
金沢健康福祉財団　☏ 260-0071

14 [bookmark: _Hlk46927583][bookmark: _Hlk46934177]外国人高齢者福祉手当
＜どんなもの＞
日本国籍を有しなかったため国民年金に加入することができなかった高齢者に対し、外国人高齢者福祉手当を支給する。
【対象者】
大正15年4月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に外国人登録をし、
申請日現在、金沢市に引き続き1年以上外国人又は住民登録がある方で公的年金を支給されていない方
[bookmark: _Hlk136530825]＜利用方法は＞
外国人高齢者福祉手当資格認定書を用意し申込してください。
＜問合せ先＞
福祉政策課 ☏ 220-2288
[image: 摂食嚥下関連医療資源マップ"に登録しました｜新着情報｜和歌山 ...]
15 要援護者ごみ出しサポート事業
＜どんなもの＞
ごみステーションに家庭ごみを出すことが困難な世帯を対象にご自宅の玄関先などでごみを収集します。
[bookmark: _Hlk47452488]【対象者】
・要介護１以上の方
・身体障害者手帳４級以上の方（視覚障害・肢体不自由に限る。）
・精神障害者保健手帳２級以上の方
・養育手帳B以上の方（B1に限る）
※同居者がいる場合は、全員が上記のいずれかに該当することが必要。
※親族や近隣住民の方、その他ヘルパー等により協力が得られる場合は対象外
＜問合せ先＞
ごみ減量推進課　☏ 220-2302

16  福祉有償運送サービス
[bookmark: _Hlk46935721]＜どんなもの＞
要介護者、要支援者、傷害のある方等で単独では公共交通機関の利用が困難な方
（あらかじめ会員登録が必要です。）
【利用料】
タクシー運賃の概ね２分の１
＜問合せ先＞
生活協同組合コープいしかわ ☏ 292-3390
金沢医療生活協同組合 ☏ 264-0698
はなや（一般）☏ 229-7008
　
17 無料低額診療事業
＜どんなもの＞
経済的な理由で生活が困窮し、必要な医療が受けられない方に対して無料又は低額で一時的な診療を行います。

【対象者】
低所得者等の生計困難な方
（減免基準は各医療機関により異なる。）
＜問合せ先＞
石川県済生会金沢病院 ☏ 266-1060
金沢医療生活協同組合 ☏ 264-0698

18 避難行動要支援者名簿
＜どんなもの＞
高齢者や障害のある方で自力だけでは避難が難しい方の名簿を整備し、地域の自主防災組織等による避難のお知らせや避難をお手伝いするときに役立てます。
[bookmark: _Hlk47097905]【対象者】
・介護保険における要介護認定３以上を受けている方
・身体障害者手帳の上肢、体幹、視覚、聴覚の障害が１，２級の方
・身体障害者手帳下肢障害が１～３級の方
・療育手帳Aを所持する方　など
＜利用方法は＞
避難行動要支援者名簿情報提供の同意確認書を提出する。
＜問合せ先＞
・福祉政策課　☏ 220-2288
・障害福祉課　☏ 220-2289
[image: 高齢者・障がい者・妊産婦・乳幼児のための防災＆心理的応急処置 ...]
19 緊急時あんしんシート
＜どんなもの＞
高齢者が急病などの緊急時に、救急隊等に必要な情報を伝えられるよう基本的情報や緊急連絡先などを自宅の冷蔵庫に添付するためのシートを無料で配布します。
【対象者】
65歳以上の一人暮らしの方、65歳以上の高齢者のみの世帯
＜問合せ先＞
地域包括支援センターきたづか
☏ 240-4604
３．参加する
1 [bookmark: _Hlk46917144]認知症カフェ
＜どんなとこ＞
誰でも気軽に参加して、認知症について話し合うことができる「つどいの場」です。
相談員が常駐しているので、お茶を楽しみながら気軽に相談ができます。（無料）
＜問合せ先＞
地域包括支援センターきたづか
☏ 240-4604

2 認知症サポーター養成講座
＜どんなもの＞
認知症の正しい理解や適切な対応の仕方を自治会や老人会、企業、学校など身近な団体で申し込み学びます。（無料）
＜問合せ先＞
地域包括支援センターきたづか
☏ 240-4604

3 認知症高齢者地域見守りネットワーク
＜どんなもの＞
在宅で生活している認知症高齢者等のご家族に、二次元コードが印刷されたシールをお渡し、行方不明になった際に衣類や持ち物に貼った二次元コードを発見者が読み取ると、事前に登録した家族等へメールが届き、発見者と家族がインターネット上の伝言板を通じて簡単なやり取りができます。
＜申請に必要な書類等＞
認知症高齢者地域見守りネットワーク
事業（見守りシール交付）申請書
＜問合せ先＞
地域包括支援センターきたづか
　　☏ 240-4604

4 老人憩の家
＜どんなとこ＞
地域の60歳以上の高齢者の憩いの場として開設しており、無料で自由に利用できます。
[bookmark: _Hlk46923526]＜問合せ先＞
安原公民館　☏ 249-2282

5 地域サロン
＜どんなとこ＞
高齢者の社会的孤立感の解消を図るとともに、住み慣れた地域での生きがいづくりを支援するために開設しています。
＜利用方法は＞
主催者へ直接申込します。
＜利用料金＞
無料（だだし、材料費負担等があります。）
＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk169093712]安原地区社会福祉協議会 ☏ 249-0772

[image: ボランティア募集｜済生会山口地域ケアセンター]

4． 支給を受ける
① 長寿お祝い事業
＜どんなもの＞
長年社会に貢献してきた方々へお祝い金又はお祝い品を贈呈します。
【対象者】
年度内に満100歳又は88歳の誕生日を迎え、9月15日現在１年以上引き続き本市に住民登録をして居住している方
満100歳：長寿お祝い金 50,000円
満  88歳：長寿お祝い品（業者より届）
＜問合せ先＞
　福祉政策課　☏ 220-2288

② 介護手当金の支給
[bookmark: _Hlk169086319]＜どんなもの＞
金沢市に住所を有する65歳以上の寝たきり、重度の認知症の方を在宅で３か月を経過して引き続き常時介護している方に対し、月額5,000円が年３回支給されます。
【対象者】
常時介護する配偶者又は３親等以内の親族の方
＜利用方法は＞
申請書、印鑑を用意し申込してください。
＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk169093442]　地域包括支援センターきたづか
☏ 240-4604

[bookmark: _Hlk46945466]③ ふれあい入浴補助事業
＜どんなもの＞
65歳以上の高齢者に入浴補助券を発行します。（年間22枚）
＜利用方法は＞
本人確認できるものを用意し、泉野・元町・駅西福祉保健センターの窓口、市民センターの窓口、市役所の福祉と健康の窓口で申請します。（はがきによる申請も可）
＜利用料金＞
自己負担：１回当たり170円
＜問合せ先＞
福祉政策課　☏ 220-2288

[bookmark: _Hlk136531334][bookmark: _Hlk136531282]④ 生活保護
[bookmark: _Hlk136531258]＜どんなもの＞
生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、その自立を助長します。
[bookmark: _Hlk46946503]【保護の種類】
生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭扶助
【対象者】
生活に困窮する国民。ただし、利用できる資産、能力その他のものを生活維持のために活用し、私的扶養、他の法律による給付を優先して活用することが必要です。
＜問合せ先＞
生活支援課　☏ 220-2292

⑤ 法外援護
＜どんなもの＞
生活に困窮している生活保護法の適用を受けるに至らないもの対し、必要な援護を行い、その自立を助長します。
【援護の種類】
教育・療養・新規就労・その他の援護
【対象者】
金沢市に住所を有する者
＜問合せ先＞
生活支援課　☏ 220-2292

⑥ 災害弔慰金の支給
＜どんなもの＞
地震、風水害などの自然災害により死亡した市民の遺族に災害弔慰金を支給し、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に災害障害見舞金を支給します。
＜対象者は＞
災害を受けて死亡した遺族又は障害を受けた方
＜問合せ先＞
生活支援課　☏ 220-2292

[image: 老人会を立ち上げ、訓練重ねた成果を実感 : 防災情報のページ ...]

⑦ 災害援護資金の貸付
＜どんなもの＞
法律に定められた地震、風水害などの自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害援護資金の貸付を行います。
貸付限度額は、被害の程度に応じて定められています。
【対象者】
災害を受けた世帯の世帯主
＜問合せ先＞
生活支援課　☏ 220-2292

[bookmark: _Hlk47094111]⑧ 後期高齢者医療制度
＜どんなもの＞
[bookmark: _Hlk46948649]後期高齢者等の方が病気やケガをした時に医療費の助成が受けられます。
（所得に応じた保険料の納付が必要）
【対象者】
７５歳（一定の障害がある６５歳）以上の方（生活保護を受けている方を除く。）
＜問合せ先＞
医療保険課　☏ 220-2256

[image: 地域活動]　

9 心身障害者医療費助成
＜どんなもの＞
保健医療を用いて医療を受けたときの自己負担額又は一部負担金を助成します。
【対象者】
（６５歳未満）
身障手帳1・３級、療育手帳（ただし、程度Bは入院分のみ）、IQ３５以下又は精神障害者保健福祉手帳１級の方
（６５歳以上）
上記対象者ほか、身体障害者手帳４級の音声機能・言語機能の著しい障害４級の下肢機能障害の一部の方（所得制限有）

10 要介護高齢者・障害者等の生活自立のための住まいづくり助成事業
[bookmark: _Hlk136531449]＜どんなもの＞
要介護高齢者・障害者の利用に適するように浴室、トイレなどを改造する工事費を助成します。（所得税額による限度額あり）
【対象者】
・介護保険制度で要介護・要支援と判定された方
・身障手帳1・2級交付者又は重度障害者
＜問合せ先＞
介護保険課　☏ 220-2264

11 福祉用具購入費の支給
＜どんなもの＞
自分で費用をいったん全額立て替えて支払い、後に払い戻しを受ける償還払いとなります。（利用限度額の範囲内で対象となる費用の９割～７割が支給されます。特定福祉用具販売指定事業者以外から購入された場合は対象外になります。）
利用限度額：１０万円（１年度当り）
対象品目：腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、排泄予測支援機器等
【対象者】
・要支援、要介護認定を受けた方で、原則としてケアプランで福祉用具が必要と認められた方
＜問合せ先＞
[bookmark: _Hlk169093654]介護保険課　☏ 220-2264
　 申請は、泉野、元町、駅西福祉保健センターでも受け付けています。

12 住宅改修費の支給
＜どんなもの＞
利用限度額の範囲内で対象となる費用の９割～７割が支給されます。自分でいったん全額立替て支払うのが原則ですが、市から施工業者に支払う受領委任払いも利用できます。
【対象者】
要支援、要介護認定を受けた方
＜利用方法は＞
事前：①申請書、②改修が必要な理由書、③工事施工内訳書、④改修前の写真、⑤見積書、⑥平面図、⑦承諾書、⑧受領委任払い同意書、⑨マイナンバー確認書類

完了後：①工事完了届、②領収書、③改修後の写真、④請求書、⑤受領委任状、⑥印鑑
＜問合せ先＞
　介護保険課　☏ 220-2264

13 在宅サービス利用料の助成
（介護保険給付外）
＜どんなもの＞
要介護３～５の方の在宅生活を支援するために、利用制限額を超えて利用した分の２分の１を助成する。（上限額23,200円）
【対象者】
1 要介護３～５と認定された方
2 世帯全員が市民税非課税
3 ショートステイの利用に数が月の半数を超えていない。
＜問合せ先＞
介護保険課　☏ 220-2264
14 サービス付き高齢者住宅
＜どんなもの＞
高齢者にふさわしいバリアフリー構造や一定の面積及び設備を備え、安否確認、生活相談など日常生活を営むために必要なサービスを提供する高齢者向け住宅です。
【対象者】
60歳以上（60歳以上の配偶者と共に利用する場合は60歳以下でも可）
＜問合せ先＞
介護保険課　☏ 220-2264
＜利用方法は＞
サービス付き高齢者住宅へ直接申し込んでください。
＜問合せ先＞
介護保険課　☏ 220-2264
· 以上のほかにも各種介護保険サービスや障害福祉関係の支援制度などが用意されていますので市の担当課や地域包括支援センターきたづかにご確認ください。
＜問合せ先一覧＞
・福祉政策課　☏ 220-2288
・介護保険課　☏ 220-2264
・生活支援課　☏ 220-2292
・障害福祉課　☏ 220-2289
・医療保険課　☏ 220-2256
・地域包括支援センターきたづか
☏ 240-4604
・安原地区社会福祉協議会
 ☏ 249-0772
・安原公民館　☏ 249-2282
　　[image: シニア イラスト素材 - フォトライブラリー photolibrary]
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